
 

上野原市告示第４４号 

 

上野原市産後ケア事業実施要綱を次のように定める。 

 

令和８年３月２７日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上野原市長　村上　信行 

 

上野原市産後ケア事業実施要綱 

　上野原市産後ケア事業実施要綱（令和５年上野原市告示第７２号）の 

全部を改正する。 

　（趣旨） 

第１条　この告示は、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１７

条の２に基づき、出産後１年以内の母子に対して心身のケアや育児サ

ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保する

ため実施する、上野原市産後ケア事業（以下「事業」という。）につ

いて、「産後ケア事業の実施について」（令和７年３月２６日こども

家庭庁成育局長通知）に定めるもののほか必要な事項を定めるものと

する。 

（事業の内容） 

第２条　事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）　短期入所（ショートステイ）型　利用者を実施施設に短期入

所させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児のサ

ポート等のきめ細かい支援を実施する。 

（２）　通所（デイサービス）型　日中、実施施設において、来所し

た利用者に対し、個別又は集団で、心身のケアや育児のサポート

等のきめ細かい支援を実施する。 

（３）　居宅訪問（アウトリーチ）型　助産師等を利用者の自宅に派

遣し、個別に心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を実

施する。 



 

（実施主体） 

第３条　事業の実施主体は、山梨県産後ケア事業推進委員会（以下「推

進委員会」という。）及び上野原市とする。 

２　推進委員会は、前条第１号に定める事業について、山梨県産後ケア

事業実施要綱（平成２７年１０月３０日産ケア第５号山梨県産後ケア

事業推進委員会会長通知）に基づき、公募によって選定された者（以

下「県委託事業者」という。）に事業を委託して実施するものとする

。 

３　市は、前条第１号及び第２号に定める事業について、県委託事業者

を除く適切な事業運営が確保できると認められる医療機関等を運営す

る者（以下「市委託事業者」という。）に事業を委託して実施するも

のとする。 

４　前条第３号に定める事業については、市が直接実施するものとする

。 

（利用対象者） 

第４条　事業の対象となる者（以下「対象者」という。）は、本市に住

所を有する出産後１年以内の母親及びその乳児（以下「母子」という

。）であって、産後ケアを必要とする母子とする。ただし、医療的処

置を必要とする母子を除くものとする。 

２　前項の規定にかかわらず、対象者となる母子のうち母親のみが事業

の利用を希望する場合であっても、対象者とするものとする。 

３　市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その母子に優先的

に事業を利用させることができるものとする。 

（１）　母親が妊娠、出産又は育児について不安又は負担を感じ、体

調不良又は精神的不調を来すおそれがある場合 

（２）　出産後、母体の回復が十分でなく、育児に支障を来すおそれ

がある場合 

（３）　その他市長が必要と認める場合 

４　市長は、市税の滞納がある世帯に属する者の事業の利用を制限する

ことができる。 



 

（利用の回数及び泊数） 

第５条　事業の利用回数及び泊数は、母親１人につき、別表のとおりと

する。 

　（利用登録申請） 

第６条　事業の利用を希望する者（以下「申請者」という。）は、上野

原市産後ケア事業利用登録申請書（様式第１号。以下「申請書」とい

う。）を市長に提出しなければならない。 

（利用登録の承認等） 

第７条　市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審

査し、利用登録の可否を決定し、上野原市産後ケア事業利用登録承認

（不承認）通知書（様式第２号）により申請者に通知するとともに、

利用登録を承認した申請者に対して、上野原市産後ケア事業利用券（

様式第３号。以下「利用券」という。）を別表に規定する利用の回数

及び泊数分を交付するものとする。 

２　市長は、利用登録が不承認となった申請者に対して他の母子支援サ

ービスの調整その他の適切な支援を行うものとする。 

３　市長は、利用登録された申請者（以下「利用登録者」という。）が

県委託事業者による事業の利用を希望する場合には、申請書の写しに

より県委託事業者に通知するものとする。 

（登録内容の変更） 

第８条　利用登録者は、利用登録者情報に変更が生じたときは、速やか

にその内容を市長に報告しなければならない。 

２　市長は、利用登録者から前項の報告を受けたときは、必要に応じて

県委託事業者又は市委託事業者（以下「事業者」という。）に報告す

るものとする。 

（利用登録の取消し） 

第９条　市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

事業の利用登録を取り消すものとする。 

（１）　市外に転出した場合 

（２）　事業者の指導に従わない場合 



 

（３）　集団生活が著しく困難な場合 

（４）　事業の運営に著しく支障を来す場合 

（５）　その他市長が利用登録の決定を取り消す必要があると判断し

た場合 

２　市長は、前項の規定により利用登録を取り消したときは、上野原市

産後ケア事業利用登録承認取消通知書（様式第４号）により、速やか

に利用登録者に通知しなければならない。 

　（利用の予約） 

第１０条　利用登録者が事業を利用しようとするときは、利用しようと

する日の１週間前までに、利用の予約をするものとする。 

（事業の利用） 

第１１条　事業を利用しようとする利用登録者（以下「利用者」という

。）は、利用開始の初日に利用しようとする回数及び泊数分の利用券

を事業者又は市に提出するものとする。 

（利用料等） 

第１２条　事業の利用料は、事業者との契約に基づき、別途市が定める

額とする。ただし、第７条の規定により利用の承認を受けた範囲にお

いて、利用者は事業を無料で利用できるものとする。 

２　利用料に含まれない、昼食代等の利用者に負担させることが適当と

認められる費用については、事業者が利用者から実費徴収するものと

する。 

（報告及び請求） 

第１３条　事業者は、利用者が事業の利用を終えたときは、必要事項を

記入した利用券により市に利用状況等を報告し、併せて利用料を市長

に請求しなければならない。 

２　市長は、前項の報告及び請求を受けた場合は、その内容を審査し、

速やかに利用料を支払うものとする。 

（調査） 

第１４条　市長は、事業の実施について、必要に応じて事業者に報告を

求め、又は実地に調査することができる。 



 

（その他） 

第１５条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

附　則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

 

 

 事業の種別 利用の回数及び泊数

 短期入所（ショートステイ）型 ６泊まで

 通所（デイサービス）型 ２回まで

 居宅訪問（アウトリーチ）型 ２回まで

 ※利用の回数及び泊数の範囲内で異なる種別の同日利用及び複数回の

利用ができるものとする。



様式第１号（第６条関係） 

上野原市産後ケア事業利用登録申請書 

 　年　 　月　 　日　 

上野原市長　宛 

上野原市産後ケア事業の利用(登録)をしたいので、上野原市産後ケア事業実施要綱第６条の規定によ
り、次のとおり申請します。 

 

※市から事業者への連絡事項記入欄  

 

申 

請 

者

(フリガナ) 
氏 名

生年月日 年　　 月　　 日 ( 　　歳)

 
住 所

〒

 
連絡先 電話 　　　　　　　　　　　メールアドレス

 出産予定日 年　　　月　　　日 出産予定医療機関

 
出産日 年　　　月　　　日 出産医療機関

 
申請理由 

※利用にあたっての参

考にさせていただきま

す。該当するところに 

〇を付けてください。

(複数可)

出産後の育児や体調に不安がある

 授乳や抱き方などの育児技術を学びたい

 家事や育児に負担を感じる

 その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 
多胎児の利用

□あり(１人を超える人数 人) ＊例：双子の場合１人 

□なし

 

利用希望

短期入所型（上限６泊） 通所型（上限２回） 居宅訪問型（上限２回）

 
泊　 回

回  利用予定施設 利用予定施設

 同意欄

 ①市民税等の課税納付状況を職員が担当課へ確認すること。 
②市税に滞納があるときは、産後ケア事業の利用が出来ない場合もあること。 
③「上野原市産後ケア事業実施要綱」の内容を遵守の上で、利用すること。 
④産後ケア事業に関し、市と事業者との間で、必要な個人情報(利用登録申請書等)を提供すること及び

事業者が上野原市に対して必要な個人情報(利用状況報告書等)を提供すること。 
⑤短期入所型及び通所型を利用する場合の利用日の調整は、申請者と事業者が直接行うこと。居宅訪問

型を利用する場合の利用日の調整は、市に連絡し行うこと。また、施設の状況等により希望に添えな
い場合もあること。 

⑥医療的処置が必要である状態の母子は利用できない場合もあること。 
 

上記に同意します。 
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業者からの予約票等の郵送先は ・自宅 ・勤務先・ その他 ・メール 
上記以外の住所 〒



様式第２号（第７条関係） 

 

第　　　　　号 

年　　月　　日 

 

　　　　　　　　様 

 

　　 上野原市長　　　　　　　　印 

 

 

上野原市産後ケア事業利用登録承認（不承認）通知書 

 

 

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった上野原市産後ケア事業利用登録

申請について、次のとおり決定したので、上野原市産後ケア事業実施要綱第７

条１項の規定により通知します。 

 

 

１.承認する 

　 

 

 

２．不承認とする 

 

 

承認の内容

・短期入所（ショートステイ）型　　６泊まで 
・通所（デイサービス）型　　　　　２回まで 
・居宅訪問（アウトリーチ）型　　　２回まで

 
有効期間 出産後１年以内（出産した子の誕生日の前日まで）

 

理由



（表）

様式第３号（第７条関係） 

上野原市→利用者→事業者→上野原市 

 

 

上野原市産後ケア事業利用券 

◇利用状況について利用後に記入（連泊の場合は１枚のみの記載で可能） 

《注意事項》 

1. 　この利用券は、発行された本人以外は使用できません。譲渡や複写はお控えください。紛失等された場合は、

市へお問い合わせください。また、市から転出すると使用できなくなります。 

2. 　この利用券は、市が契約している産後ケア事業施設に限り利用できます。 

3. 　昼食代等の利用者に負担させることが適当と認められる費用については、利用者の自己負担となります。 

4. 　利用期限は出産後 1年以内（1歳の誕生日の前日まで）となります。ただし、利用することができる月齢に

ついては別途施設の定めるところによりますので、施設へお問い合わせください。 

5. 　産後ケア事業を利用することで、本利用券が事業者から市に提出されることに同意したものとみなし、事業

者と市の間で情報共有させていただきます。その結果、必要に応じて市からご連絡させていただくことがあり

ますのでご了承ください。 

 

 

 （フリガナ） 

利用者氏名
生年月日

 

 
住所

TEL　　　　　　　　　　　　　　

 
出産予定日

出産（予定） 

医療機関

 （フリガナ） 

子の氏名
出産日

 
有効期限　　出産後 1年以内（子の 1歳の誕生日の前日まで）

 上記母子の産後ケア事業の利用を依頼します。本券を提出した利用者の利用料については、上野原市が負

担します。 

　　　　　　　年　　月　　日 

上野原市長　　　　　　　　　 

　産後ケア事業の事業者の長　様

 利用期間 　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日（　　　　泊）

 

利用満足度

□満足した　　□やや満足した　　□普通　　□やや不満　　□不満 

コメント

（サービス名）型：（日・泊）目



（裏）

◇事業者記入欄（連泊の場合は１枚のみの記載で可能） 

 

事業者 

記入者 

 

 

 

 

 

 

利

用

状

況

産後のケア(体調などの相談、乳房の手当等)

 
育児に関する相談・指導(抱き方、授乳の方法、沐浴等)

 
赤ちゃんのケア(哺乳量測定、スキンケア等)

 その他（具体的に記載）

 事業者から市への連絡事項記入欄

 



様式第４号（第９条関係） 

 

第　　　　　号 

年　　月　　日 

 

　　　　　　　　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　     上野原市長　　　　　　　　印 
 

 

上野原市産後ケア事業利用登録承認取消通知書 

 

 

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で承認した上野原市産後ケア事業

利用登録については、次のとおり取り消したので、上野原市産後ケア事業実施

要綱第９条２項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

　　

  
利用登録者

住所

 
氏名

 
子の氏名

 
取消の理由

 


